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3県
38

県

Ⅰ
調

査
結

果
①

（
下

限
面

積
要

件
）

9県
32

県

(１
)

国
有

農
地

等
の

立
地

条
件

周
囲

の
農

地
と
一
体
的
に

利
用

で
き
る
農

地
宅
地
や
原
野
、
山
林
等

に
囲

ま
れ
て
い
る
農
地

(２
)

農
耕

貸
付

地
の

立
地

条
件

周
囲

の
農

地
と
一
体

的
に
利

用
で
き
る
農
地

宅
地
や
原
野
、
山
林

等
に
囲

ま
れ
て
い
る
農
地

(３
)

下
限

面
積

要
件

に
よ

り
売

払
い

が
困

難
と

な
っ

た
事

例
の

有
無

20
県

21
県

売
れ

な
か

っ
た

案
件

が
「

有
」

売
れ

な
か

っ
た

案
件

が
「

無
」

※
全

て
の

県
が

家
庭

菜
園

的
な

利
用

と
回

答
17

17
11

9
5

30
7

34
0

61
1

23
0

～
１

a以
下

～
５

a以
下

～
10

a以
下

～
20

ａ
以

下
～

30
ａ

以
下

～
40

ａ
以

下
～

50
ａ

以
下

～
10

0ａ
以

下
10

1ａ
以

上
～

(参
考

) 
下

限
面

積
要

件
に

お
け

る
別

段
の

面
積

の
設

定
状

況
（

1,
54

7地
区

（
1,

11
3市

町
村

）
）

資
料
：
農
林
水
産
省
経
営
局
農
地
政
策
課
調
べ
（
平
成

30
年

10
月
１
日
現
在
）

注
：
地
域
再
生
法
に
基
づ
く
農
地
付
き
空
き
家
の
取
得
等
に
特
例
に
係
る
別
段
の
面
積
の
設
定
状
況
は
除
い
て
い
る
。

国
有

農
地

の
一

筆
当

た
り

の
平

均
面

積
４

a

１

立
地

条
件

等
に

つ
い

て
（

農
耕

貸
付

地
の

あ
る

41
都

道
府

県
）

（
13

5件
）

1
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51
件

17
件

12
件

14
件

6件

25
件

（
41
％
）

（
14
％
）

（
10
％
）

(5
％

)

Ⅱ
調

査
結

果
②

（
旧

所
有

者
等

へ
の

公
告

期
間

）

98
％

（
45

県
）

(１
)

公
告

６
ヶ

月
の

期
間

が
ネ

ッ
ク

と
な

っ
て

買
受

を
断

念
す

る
と

伝
え

ら
れ

た
事

例
の

有
無

（
46

都
道

府
県

）

「
有

」
２

％
（

１
県

）

「
無

」

(２
)

公
告

後
、

旧
所

有
者

等
か

ら
の

買
受

申
込

書
の

地
方

農
政

局
へ

の
提

出
時

期
（

地
方

農
政

局
か

ら
聴

取
）

１
ヶ

月
以

内

~
２

ヶ
月

~
３

ヶ
月

~
４

ヶ
月

~
５

ヶ
月

~
６

ヶ
月

３
ヶ

月
以

内
に

提
出

（
65

％
）

２

旧
所

有
者

等
へ

の
公

告
期

間
に

つ
い

て

(2
0％

)

(1
1％

)

※
過

去
５

ヶ
年

の
12

5件
を

対
象

※
沖
縄
県
に
は
国
有
農
地
等
が
所
在
し
な
い
た
め
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
な
い

2



Ⅲ
調

査
結

果
③

（
自

作
農

財
産

紛
争

処
理

等
連

絡
協

議
会

に
よ
る
時

効
取

得
）

1県
44

県
1県

平
均

：
2.

4ヶ
月

平
均

：
3.

8ヶ
月

都
県
が
申
出
書
を
受
理
し
農
政
局
に

申
出
書
を
送
付
す
る
ま
で
の
期
間

都
県
が
地
方
農
政
局
に
申
出
書
を
送
付

し
、
協
議
会
が
開
催
さ
れ
る
ま
で
の
期
間

※
都
県
が
地
方
農
政
局
へ
希
望
す
る
協
議
会
開
催

ま
で
に
要
す
る
期
間
は
平
均

3.
7ヶ

月

2県
7県

案
件

ご
と

に
開

催
毎

年
定

期
（

例
：

８
月

・
２

月
）

に
開

催

協
議

会
の

開
催

状
況

等
に

つ
い

て

３

(１
)

地
方

農
政

局
に

協
議

会
へ

の
付

議
を

申
し

出
た

又
は

相
談

し
た

が
付

議
さ

れ
な

か
っ

た
案

件
の

有
無

（
46

都
道

府
県

）

(２
)

協
議

会
の

開
催

ま
で

の
手

続
き

に
要

し
た

期
間

（
過

去
３

ヶ
年

に
協

議
会

を
開

催
し

た
９

都
県

）

(３
)

望
ま

し
い

協
議

会
の

開
催

時
期

（
過

去
３

ヶ
年

に
協

議
会

を
開

催
し

た
９

都
県

）

取
得
時
効
の
要
件
を
満
た
し
て

い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
た
め

付
議
せ
ず
（
１
件
）

「
有

」
(４

件
) 

※
１

「
無

」
※

１
「

有
」

の
理

由
(農

政
局

が
付

議
し

な
か

っ
た

理
由

)
申
出
者
が
取
得
時
効
を
証
明
で
き
な
か
っ
た
。

→
地
方
農
政
局
が
県
と
申
出
者
に
説
明
し
、
買
受
け
を

促
し
た
結
果
、
申
出
者
が
買
い
受
け
る
又
は
買
受
け
を

検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

※
２

申
出

書
の

処
理

に
時

間
が

か
か

っ
た

主
な

理
由

○
都

県 過
去
の
経
緯
（
事
実
関
係
）
の
確
認
、
時
効
取
得
の

可
能
性
の
有
無
の
確
認
、
関
係
書
類
の
整
理
等

○
地

方
農

政
局

議
案
内
容
の
審
査
・
法
務
局
と
の
す
り
合
わ
せ
、
不

足
書
類
の
収
集
、
等

※
２

※
２

※
沖
縄
県
に
は
国
有
農
地
等
が
所
在
し
な
い
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
な
い

3



③

④
改 善 案

手
続
き
の
前
倒
し

①
②

〇
速

や
か

に
財

務
省

へ
の
引
継
（
国
有
農
地

等
の
所

管
換
）
（
④
）
を
進

め
る
た
め
、

不
要

地
認

定
後

の
意

向
確
認
の
公

告
期

間
（
②

）
を
待

た
ず
に
引

継
準

備
（
③

）
を
進

め
る

③

６
ヶ
月

（
３
ヶ
月

短
縮

）

Ⅳ
国

有
農

地
等

に
お
け
る
旧

所
有

者
等

へ
の

買
受

意
向

確
認

の
公

告
及

び
財

務
省

へ
の

引
継

の
手

続
き
期

間

④
標

準
処
理
期
間

（
２
ヶ
月

）

③
引

継
準

備

（
３
ヶ
月
）

管
理

〈
維
持
・
保
存
〉
（
旧
農
法
施
行
令
第

1
5
条
第

1
項
第

2
号
）

①
（
１
ヶ
月
）

②
買

受
意

向
確

認

（
６
ヶ
月
）

地 方 農 政 局

引
継
ぎ

不 要 地 認 定

< 引 継 終 了 >

引 継 通 知 書 の

作 成 ・ 送 付

受 渡 証 書 の 受 理

国 有 財 産 受 渡 証 書 の

作 成 ・ 送 付

１
．
境
界
確
定
等
の
確
認

２
．
現
地
立
会
い
等

３
．
県
と
財
務
局
等
の
是

正
対
応
の
調
整

公
告
に
よ
る
旧
所
有

者
等

へ
の
買

受
意
向

確
認
の
期
間

現 行
９
ヶ
月

○
早
期
手
続
に
鑑
み

、
旧

所
有

者
等

全
員
の
買

受
意
向

の
確
認

が
で
き
な
い
場

合
に
は

、
不

要
地

認
定

後
、
原

則
、

公
告
期

間
を
待
た
ず
に
、
速

や
か

に
財

務
省
へ
の

引
継
手

続
き
を
進

め
る
。

４

④

4



〇
都
道
府
県
と
地
方
農
政

局
が

そ
れ

ぞ
れ

独
立

し
て

法
務

局
と

調
整

⇓
〇
農
政
局
段
階
で

差
し

戻
し

が
発

生
す
る
恐
れ

（
業

務
の

非
効

率
化

）

Ⅴ
取

得
時

効
の

完
成

に
係

る
手

続
き
の

見
直

し
に
つ
い
て

○
占
有
者
か
ら
の
申
出
書
の
受

付
・
事
前
審
査

都
道

府
県

都
道

府
県

地
方

農
政

局
法

務
局

〇
３

者
会

議
体

の
形

成
（
役
割
）

・
従
来
、
都
道
府
県
・
法
務
局
間
で
行
っ

て
い
た
調
整
に

農
政

局
が

参
画

・
農
政
局
段
階
で
の

差
し

戻
し

を
未

然
に

防
止

し
、

効
率

的
な

事
務

を
推

進

３
者

会
議

体
の

イ
メ

ー
ジ

○
証
明
書
類
等
か
ら
取
得
時
効
の

完
成
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
協

議
会
へ
の
付
議
に
当
た
り
法
務

局
と
事
前
打
合
せ

都
道

府
県

⇄
 法

務
局

関
係

資
料

送
付

〇
協
議
会
付
議
の
決
定

（
検
討
の
結
果
、
都
道
府
県
に
差

し
戻
し
も
あ
り
得
る
）

地
方

農
政

局
⇄

 法
務

局

○
提

出
資

料
の

範
囲

の
明

確
化

○
協

議
会

の
開

催
方

法
の

見
直

し
（

年
２

回
の

定
期

開
催

）

関
係

資
料

送
付

〇
協
議
会
付
議
の
決
定

地
方

農
政

局
⇄

 法
務

局

５

従
来

の
手

続
見

直
し

案

課
題

5
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